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お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
民
課

☎
948
６
３
３
７
・

 

934
１
８
０

１
へ
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広
報
課
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２
５

７
８
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①
誰
も
が
利
用
し
や
す
く

　
目
の
不
自
由
な
人
の
た
め
の
音

声
読
み
上
げ
や
文
字
の
拡
大
、
色

の
変
換
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ふ

り
が
な
振
り
付
け
や
ロ
ー
マ
字
変

換
が
自
動
で
行
わ
れ
る
ソ
フ
ト
を

導
入
し
、
使
い
や
す
さ
を
向
上
し

ま
し
た
。

②
見
出
し
項
目
を
導
入

　
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
「
く
ら
し
の

情
報
」「
市
政
情
報
」「
施
設
案
内
」

「
観
光
・
イ
ベ
ン
ト
」
の
４
項
目

の
見
出
し
を
設
置
し
、
知
り
た
い

情
報
を
選
択
し
や
す
く
し
ま
し
た
。

③
検
索
機
能
の
向
上

　
検
索
時
に
内
容
の
一
部
が
表
示

さ
れ
、
必
要
な
情
報
か
判
断
し
や

す
く
な
り
ま
す
。

④
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
か
ら
探
す

　
出
産
・
入
学
な
ど
、
生
活
の
節

目
に
合
わ
せ
て
必
要
な
情
報
が
選

択
で
き
ま
す
。

⑤
行
事
予
定
を
カ
レ
ン
ダ
ー
に

　
該
当
月
の
イ
ベ
ン
ト
を
カ
レ
ン

ダ
ー
形
式
で
一
覧
表
示
し
ま
す
。

⑥
人
気
ペ
ー
ジ
を
紹
介

　
閲
覧
の
多
い
ペ
ー
ジ
を
紹
介

し
、旬
な
情
報
を
お
伝
え
し
ま
す
。

子
ど
も
手
当
・
転
校
な
ど
▼
証
明

発
行
＝
戸
籍
、
住
民
票
、
印
鑑
登

録
、
税
の
証
明
書
▼
外
国
人
関
係

＝
外
国
人
登
録
、
原
票
記
載
事
項

証
明
の
発
行
な
ど
▼
母
子
・
健
康

関
係
＝
母
子
健
康
手
帳
の
交
付
、

母
子
健
康
相
談
な
ど

【
必
要
な
も
の
】
運
転
免
許
証
な

ど
本
人
確
認
で
き
る
も
の
、
認
印

【
注
意
事
項
】
戸
籍
届
は
預
か
り

と
な
る
た
め
、
関
連
す
る
手
続
き

が
完
了
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
他
自
治
体
・
関
係
機
関

は
休
み
の
た
め
、
そ
の
日
に
手
続

き
で
き
な
い
業
務
が
あ
る
ほ
か
、

各
種
税
金
な
ど
の
支
払
い
も
で
き

ま
せ
ん
。
転
校
手
続
き
は
事
前
に

必
要
書
類
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い

【
臨
時
開
設
日
】
３
月
31
日
㈯
、

４
月
７
日
㈯
。
い
ず
れ
も
８
時
30

分
～
17
時

【
利
用
時
間
拡
大
日
】
毎
週
木
曜

日
19
時
ま
で
（
祝
日
、
年
末
年
始

は
除
く
）、
毎
月
第
２
土
曜
日
８

時
30
分
～
17
時

【
場
所
】総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー（
市

役
所
本
館
１
階
市
民
課
）

※
出
入
り
口
は
本
館
正
面
の
み

【
主
な
取
扱
業
務
】
届
出
受
付
＝

印
鑑
登
録
、
戸
籍
届
や
住
所
変
更

届
、
そ
れ
に
関
連
す
る
国
民
健
康

保
険
・
医
療
助
成
・
国
民
年
金
・

後期高齢者医療被保険者証

場合により異なるため事前
にお問い合わせください

原則手続きは不要ですが、「住所変更届」が必要な場合もあるため、引っ越し先市町村または年金事務所へお問い合わせください

障がい福祉課（重度心身障害者）

北条・中島地域＝（株）ジェネッツ北条事務所

北条・中島地域＝（株）ジェネッツ北条事務所

井戸水・簡易水道を使用していた人は、転出（一人でも転出する場合を含む）前に使用中止または世
帯人数変更を届け出（電話受付可）

廃車または名義変更手続き（廃車手
続きのみ郵送受付可）

原則手続きは不要ですが、「住所変更届」が必要な場合もあるため、国保・年金課または年金事務所
へお問い合わせください

井戸水・簡易水道を使用していた人またはこれから使用する人は、転居（一人でも転居する場合を含
む）時に使用中止・開始または世帯人数変更を届け出（電話受付可）

引っ越しの際の主な手続き
　住民票は、定められた期間（転出届は転出前に、転入・転居届な
どは異動した日から14日以内）に届け出をお願いします。
　また個人情報を守り不正な手続きを防止するため、手続きには本
人確認ができる書類が必要です。代理人の手続きは委任状が必要と
なることがあるため、事前にお問い合わせください。

毎週木曜・毎月第２土曜日も
3/31・4/7  臨時開設します！

総合窓口センター
市ホームページ
　　  リニューアル

見やすさ・使い
やすさを向上

　
３
月
１
日
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
・
機
能

を
充
実
さ
せ
、
全
面
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
す
。


